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平成1 9年6月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成l 8年（吋第9 5 6 "1号 保証債務金請求亭件

口頭弁詮終結日 平成1 9年6月7日

判 決

（送達先

原

l司代表者代表取締役

同訴訟代理人

被 告

I

ヽ

▲

9

亀

．

．

 

贔

鴫

鴫

．

．

．

 

^

•

`

·

9

→

1

・

・

・

贔

.

,

 

．

．

．

 

．

．

．

 

同訴訟代理人弁渡士

主

小 野� 万 里 子

文

1 被告は，原告に対し, 3 5万3 6 5 5円及び内3 5万0344円に対する平成

1 8年8月2 6日から支払済みまで年2 1. 9バーセントの割合による金員を支

払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は，これを5分してその1を原告の，その余を被告の各負担とする。

4 この判決は， 第1項に限り 贔 仮に執行することができる し

事 実 及 び 理 由

第1 請求

原告の被告に対する44万7258円及びこれに対する平成1 8年8月2日

から支払済みまで年2 1. 9バーセントの割合による金貝の支払請求及び第1

項につき仮執行宜首

第2 亭案の概要

1 本件は， 平成1 6年8月25日に原告力:C-(以下 tlllll という。）と
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の間で締結した金銭消要貸契約の．．の債務について，同且被告が原告に対

し速楷保証したところ，-玩利金の支払を怠り》 期限の利益を喪失したと

して，原告が被告に対し， 残元金及び附帯請求として請求の趣旨記栽の金貝の

支払を求めたものである。

2 争いのない事実等（被告が明らかに争わない苺実， 公知の亭実，裁判所に類

著な事実並びに証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実を含む。）

(1)原告と一士，平成1 6年8月2 5日，次の内容の金銭消費貸借契約（甲

1 金銭消費貸借契約証害）を締結し，同日，原告は一に同金員を貸し渡

した。

貸付金 額 250万円
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利 息

遅延損害金

弁済期及び

弁済方法

年29 、 2パーセント(I年を3 6 5日として計第）

年2 9. 2バーセント(1年を365日として計算）

平成1 6年9月から同19年8月まで毎月25日限り元

金 6 万 9000 円を経過利息とともに原告の本支店に持参

又は送金して支払う。但し，最終支払元金8万5000円

特 約 上記元利金の支払を怠つ， たときは，通知催告なくして期

限の利益を失い債務全額及び残元本に対する遅延損害金を

即時に支払う。

連帯保証人 被告

(2)·Illは，別紙1の元利金計算書のとおり平成l 7年5月25日， 前記(1)の

元利金の支払を怠り期限の利益を喪失した。

(3) よって，諸求の趣旨記戦の金員の支払を求める。

3 主たる争点

平成1 7年5月25日の経過で期限の利益は喪失したか。

（原告の主張）

平成1 7年5月25日に約定の元利金の支払がなされなかったので，同日
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の経過により期限の利益を喪失した。

（被告の主張）
一比平成1 7年5月25日に約定元利金の支払を怠った。 しかし，そ

·(/)翌日には約定の元床IJ金の支払をし，その後も1 4回にわたって支払を維続

してきた；このうち， 毎月2 5日又は翌営業日に支払がなされたものが6固:

わずか1日遅れのものが2回， 2日遅れが3回であ左そして， 原告はこれ

らの支払を受領するにあたり，特に期限の利益の喪失を主張したり， 一括返

済を求めたりするなどをしていない。

したがって， 原告は期限の利益の喪失を宥恕したと見るのが相当である 0

よって， 平成1 7年5月25日の経過で期限の利益は喪失していない。

仮に期限の利益が衷失しているとしても� ·1日返済が遅れただけで遅延損

容金を求めることは， 権利の濫用にあたり， 信義則に反し許されない。

第3 当裁判所の判断

本件でば暴■の支払が弁済期に1日ないし8日遅れてはいるものの，約定

金額に相当する金員の支払が平成1 7年5月25日を含めて1 5回にわたって

継続してなされていることは当事者問に争いがない。そこで，悶題は， 弁済期

を1日でも過ぎれば期限の利益を喪失することになるか否かである。

確かに， 契約害上は弁済期における元利金の支払を怠ると当然に期限の利

益を喪失する旨記載されており， 平成1 7年5月25日に．．は元利金の支払

をしなかったのであるから，これが期限の利益喪失事由にあたり, .. (I)期限

の利益は喪失しているように思われる 口

しかしながら， 借主の支払悧怠が数日にとどまり， 支払日から数日後には納

定金額の支払が継続されている場合は， 貸主が一括弁済を求めるなど借主に対

する信用供与を打ち切ったと認められる特段の事情がない限り，期限の利益の

喪失を宥恕したものと解すべきである。なぜならば， 期限の利益の喪失の有無

は偕主に対する信用供与を打ち切り， 貸付にかかる残額(/)-括弁済義務と残元
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金に対する遅延損害金を生じさせるという借主に不利益な効果をもたらすもの

であるところ， 借主はかかる不利益な効果を回避するために元利金の支払を継

続しているものであっ℃このような借主の立場には相応の配庶をするのが相

当であるし また， 弁済期に元利金の支払ができないことは借主の信用不安の

兆侯を示すものではあるも(/)(/), わずか数日後には元利金．の支払がある場合に

は貸主にとって直ちに煎大な不利益が生ずるとまではいえない上、 借主との取

引を従来のまま継続するか打ち切るかは最大限の債権回収を図るという競点か

ら取られる貸主側の経営判断を待っべきものであるから． このように支払が維

続されている場合には直ちに貸主に借主に対する信用供与を打ち切る意思があ

ると推断することもできないからである。

本件において， 別紙1のとおり平成1 7年5月26日に原告が元利金の支払

をし， その後同1 8年8月2日まで同様の支払を続け， 原告が被告からそれら

の金員をそれぞれ受領したことに争いはなく， また， それらの支払額も約定の

金額を上回るものである上証拠及び弁論の全趣旨によれば， 平成1 7年5月

25日を含めてその後同l 8年8月2 5日までの間に原告が被告に対して残額

の 一括遮済を請求するなど原告に対する信用供与を打ち切ったと認められる特

段の亨情も認められない。 なお， 証拠（甲12 1 13)によれば， 原告が受領

した金員が利息から損害金に変更されていることは認められるが， もともと契

約上は利息と損害金が同率で算出されることになっているものであって， その

表示の変更の持つ意味をlalt,t十分認識していたことが窺われないことも考應

すれば， 単にこのような表示の変更をもって-に対する信用供与を打ち切っ

たとする特段の事情にあたるということはできない。

したがっ℃ 原告の期限の利益喪失の主張が信義則上権利の濫用にあたるか

否かを論ずるまでもなく， 平成1 7年5月25日の経過によって原告の期限の

利益が喪失したとはいえない。

3 もっとも一は， 支払うぺき残金が存するのに平成1 8年8月2日を最後
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に原告に一 切文払をしていないのであるから， このような者に対してまで配慮

を及ぼすことは相当ではない上 } 原告が期限の利益OJ喪失を宥怨するとも考え

られないから， その後最初に到来する弁済期である同月25日の経過で期限の

利益は喪失したというぺきであり、 かかる場合には期限の利益の喪失を主張し

てもそれが信義則上権利の濫用になるともいえない。

第1 結論

• 
． 
． 

, . ' ' 

以J:.<J)亭実によれば， 平成1 8年8月2 5日の経過で期限の利益が喪失した

として請求する限度で原告の睛求は理由があり， 以上を前提に引き直し計算を

すると別紙2のとおりとなる。 なお， 仮執行の宣言については， 民宰訴訟法2

5 9条1項を適用する。

したがって， 主文のとおり判決する。

名古屋簡易裁判所
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裁 判 官 嵩 木 弘 太 郎
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算 帯

＊貸付日 平成16年8月25日 ＊貸付金 250万円
中利息年率 15.0� *損密金年牢 21.9�
＊期限の利益喪失B平成17年5月25日徒過による。

*1年を366日として計算するe

入金日 入金額 期 間 計算根拠 損
利
害

息
金

利息・損客金
充
元

当
本
額

残元本
不足額

H16.9.27 135,000 8/25 - 9/26 2,500,000 X 0.150 X 33 / 365 :: 33.904 33.904 ゜ 101.096 2.398,904 
Ht6.10.25 123.454 9/27 ,._ 10/24 2.398 ►9凹 X 0.150 X 28 / 365 :::: 27,fi03 27.603 0 95,851 2.303,053 
H16.1 l .25 127.577 10/26 - 11/24 2.303 053 X 0.150 X 31 / 365 = 29.340 29,340 ゜ 98.237 2,204.816 
H16.12.27 127,700 11/25 - 1212a 2,204.816 X 0.150 X 32 / 365 = 2B,994 28,994 ゜ 98,706 2,106.1 TO 
H17.1.25 120 596 12/27,.., 1/24 2,106.110 X 0.150 X 29 ・/ 365 :: 25,100 25,100 ゜ 95,4�6 2,010,614 
H17.2.25 122 444 1/25...,. 2/24 2,010,614 X 0.150 X 31 / 365 = 25,614 25,614 ゜ 96,830 1,913,784 
i-117.3.25 115,726 2/25 - 3/24 1,913.784 X 0.150 X 28 / 365 = 22.021 22,021 ゜ 93.705 t.820.079
H17.4.25 119021 3/25 - 4/24 1,820,079)(0.150 X 31 / 365 = 23.187 23.187 ゜ 95,834 1.724.245 
H17.5.26 119,021 4/25 - 5/25 1.724,245 X 0.150 X 31 / 365 = 21,966 21.966 ゜ 97,055 1.627,190 
H17.6.27 117.058 5/26 - 6/.26 1.627,190 X 0.219 X 32. / 365 = 31,242 31.242 ゜ 85,816 1.541,374 
H17.7.2.5 107,794 5/27 - 7/24 1,541,374 X 0.219 X 29 / 365 = 25.895 25,B95 ゜ 81,899'. 1.459.475 
H17.8.26 113 569 1/25 - B/25 1.459,475 X 0.219 X 32 / 365 ::: 28曹021 28.021 ゜ 85,548 1.373,927 
H17.9.26 1 t0,465 8/26 - 9/25 1,373,927 X 0.219 X 31 / 365 = 25,555 25,555 ゜ 84,910 1.289,017 

印7.10.27 110000 9/26 - 10/26 1.289,017 X 0.219 >< 31 / 365 = 23,975 23,975 ゜ 86,025 1.202.992 
H17.11.25 105.313 10/27 - 11/24 1.202.992 X 0.219�, 29 / 365 = 20,932 20,932 ゜ 84.381 1.118611 
H17.12.26 105,282 11/25 - 12/2.5 1.11 S.611 X 0.219 X 31 / 365 = 20,B06 20,806 ゜ 84,476 1.034,135 
H18.1.26 104,000 12/26 - 1/25 1,034.135 X 0.219 X 31 / 355 = 19,234 19,234 ゜ 84,766 949,36S 
Ht8.2.27 102,909 l/26 - 2/26 949,389 X: 0.219 X 32 / 365 = 18 、227 18,227 ゜ 84,682 864,687 
HtS.3.27 97.124 2/27 -. 3/26 864,687 X 0.219 X 28 / 365 ;; 14、526 14,526 ゜ 82,598 782.089 
H18.4.25 96,528 3/27 - 4/24 782.0蹄 X 0.219 X 29 / 365 ::: 13、608 13,608 ゜ 82,920 699,169 
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麟
699,169 X 0.219 X 34 / 365 -

613432 X 0.219 X 2!} / 365 :: 
530,793 X 0.219 _ X 36 / 365 = 
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これは正本である 。

平成1 9年6月28日

名古屋簡易裁判所民事2係

裁判所書記官
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